
低炭素建築物の認定手数料表

認定の審査 変更の審査

4,000 2,000

標準計算による場合 34,000 17,000

誘導仕様基準による場合 17,000 8,000

組合せ評価による場合 25,000 12,000

8,000 4,000

標準計算による場合 63,000 31,000

誘導仕様基準による場合 29,000 14,000

組合せ評価による場合 46,000 23,000

18,000 9,000

標準計算による場合 105,000 52,000

誘導仕様基準による場合 51,000 25,000

組合せ評価による場合 78,000 39,000

40,000 20,000

標準計算による場合 179,000 89,000

誘導仕様基準による場合 94,000 47,000

組合せ評価による場合 136,000 68,000

73,000 36,000

標準計算による場合 256,000 128,000

誘導仕様基準による場合 142,000 71,000

組合せ評価による場合 199,000 99,000

8,000 4,000

標準入力法による場合 207,000 103,000

モデル建物法による場合 79,000 39,000

14,000 7,000

標準入力法による場合 260,000 130,000

モデル建物法による場合 101,000 50,000

24,000 12,000

標準入力法による場合 336,000 168,000

モデル建物法による場合 133,000 66,000

73,000 36,000

標準入力法による場合 480,000 240,000

モデル建物法による場合 215,000 107,000

116,000 58,000

標準入力法による場合 591,000 295,000

モデル建物法による場合 281,000 140,000

146,000 73,000

標準入力法による場合 699,000 349,000

モデル建物法による場合 338,000 169,000

183,000 91,000

標準入力法による場合 797,000 398,000

モデル建物法による場合 397,000 198,000

(表1-1)による (表1-1)による

(表1-2)による (表1-2)による

非住宅部分 (表2)による (表2)による

　
　
非
住
宅
部
分

 面積が300㎡未満のとき

 面積が300㎡以上
　　1000㎡未満のとき

 面積が1000㎡以上
　　2000㎡未満のとき

 面積が2000㎡以上
　　5000㎡未満のとき

 面積が5000㎡以上
　　10000㎡未満のとき

 面積が25000㎡以上のとき

住宅部分

適合証
無し

適合証あり

適合証あり

適合証あり

 面積が10000㎡以上
　　25000㎡未満のとき

適合証
無し

適合証
無し

適合証
無し

適合証
無し

 住戸の数が5以上15以下のもの

 住戸の数が16以上45以下のもの

 住戸の数が46以上のもの

住
宅

適合証あり

適合証あり

【青森市低炭素建築物認定手数料表】

　
　
共
同
住
宅
等
及
び
住
戸
等

 住戸の数が4以下のもの

（表１－２）

（表２）

 １戸建ての住宅 

（表１－１）

法
律
名

対象事務 手数料（円）

区分

　
低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
申
請
及
び
認
定
を
受
け
た
低
炭
素
建
築
物
新
築
計
画
の
変
更
の
認
定
申
請
に
対
す
る
審
査

　
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（表３）

複
合
建
築
物

認定申請１件につき、次に掲げる区分に応じそれぞれに定める額を合算した額

条件

適合証
無し

適合証あり

適合証あり

適合証
無し

適合証
無し

適合証
無し

適合証
無し

適合証
無し

適合証あり

適合証
無し

一戸建て

共同住宅等

適合証あり

適合証あり

適合証あり

適合証あり


